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○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。

①2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

②2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。

⇒協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院でなければ担え
ない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

「地域医療構想の進め方について」※のポイント

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有

○ 都道府県は、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以下の内容を提示すること。

①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況

③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など

地域医療構想調整会議の運営

○ 都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年４回は地域医療構想調整会議を実施すること。

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。

地域医療構想調整会議の協議事項

【その他】

○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関・新たな病床を整備する予定の医療機関・開設者を変更する医療機関

※平成30年2月7日付け医政地発0207第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知
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2 医政局地域医療計画課調べ（精査中）

地域医療構想調整会議における議論の状況

117
施設

280
施設

6月末

病床数に換算※した場合（病院の規模に差があるため）

議論継続中

44%

■合意済み（52％）
162,911床

（前回14%）

52% ■議論継続中(44%）
139,513 床

※議論未開始55病院のうち、新公立病院改革プランの策
定が完了していない病院が１病院

■合意済み（19%）
247,024 床

■議論継続中(30%)
412,810 床

■議論未開始(52%)
627,003床

19%

3月末

合意済み（議論終了）施設数の推移（3ヶ月毎）

全ての医療機関 計

総病床数 128.7万床中

合意済み

合意済み

合意済み

（30年９月末）

774
施設

9月末

39%

（前回20%）

（前回7%）

4～6月 7～9月 10～12月
（予定）

1～3月
（予定）

計

100回
( 84区域)

368回
( 303区域)

434回
( 233区域)

388回
( 248区域)

1290回

3月末時点 6月末時点 9月末時点

病院 93.3％ 94.4％ 96.5％

有床診療所 82.1％ 84.5％ 87.6％

■非稼働病棟の病床数■病床機能報告の報告率■調整会議の開催状況

総数 方針の議論済み
（議論中）

病院 16,727床 11,004床（66％）

有床診療所 9,146床 3,108床（34％）

■具体的な医療機関名を挙げた議論の状況

6月末 9月末

対象病院数 823 823

うち合意(議論終了) 92 273

うち議論継続中 615 495

うち議論未開始※ 116 55

6月末 9月末

対象病院数 829 829

うち合意(議論終了） 176 423

うち議論継続中 535 372

うち議論未開始※ 118 34

新公立病院改革プラン対象病院

公的医療機関等２０２５プラン対象病院

■合意済み
73,118 床（39％）

■議論継続中(56％）
104,721床

■議論未開始 (5％）
10,225 床

■議論未開始(4％)
11,518 床

病床数に換算※した場合（病院の規模に差があるため）

総病床数 18.8万床中

総病床数 31.4万床中

対象 5,659病院 6,736診療所

うち合意（議論終了） 75病院 3診療所

うち議論継続中 1,150病院 489診療所

その他の医療機関

9月末における議論の状況（病床数に換算した場合）

議論継続中

56%

議論継続中

32%

未開始

49%

※病床数への換算には、平成29年病床機能報告における29年7月現在の病床数を用いた。



【経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年６月９日閣議決定）［抜粋］】

地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進する。病床の役割分担を

進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２

年間程度で集中的な検討を促進する。これに向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能

の再編のための地域における議論の進め方を速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分化・連

携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審

議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保基金について、具体的な事業計画を策定した都道府県に

対し、重点的に配分する。

【経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）［抜粋］】

地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針について、昨年度に続いて集中的

な検討を促し、2018年度中の策定を促進する。公立・公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地

域の民間医療機関では担うことができない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に重点化す

るよう医療機能を見直し、これを達成するための再編・統合の議論を進める。 このような自主的な取組による病床の

機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速

やかに関係審議会等において検討を進める。病床の転換や介護医療院への移行などが着実に進むよう、地域医療介護

総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の見直しによる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効

果・コストの検証を行い、必要な対応を検討するとともに、病床のダウンサイジング支援の追加的方策を検討する。
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１ 医療提供体制の改革（病床機能の分化・連携）

○ 都道府県が、2025年の機能別の医療需要・必要

病床数※と目指すべき医療提供体制等を内容とする

地域医療構想を策定

(平成29年３月31現在、全ての都道府県で策定済)

２ 実現するための方策

○ 都道府県による「地域医療構想調整会議」の開催

○ 知事の医療法上の権限強化（要請・指示・命令等）

○ 医療介護総合確保基金を都道府県に設置

医療需要 必要病床数

高度急性期 ○○○　人/日 ○○○　病床

急性期 □□□　人/日 □□□　病床

回復期 △△△　人/日 △△△　病床

慢性期 ▲▲▲　人/日 ▲▲▲　病床

2025年（推計）

公立病院改革の推進

医療介護総合確保推進法（H27年4月施行）

に基づく取組（厚生労働省）

※ イメージ 〔構想区域単位で策定〕

70.3% 

53.6% 

29.7% 

46.4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

25年度

≪経営の効率化≫ ≪再編・ネットワーク化≫

・統合・再編等に取り組んでいる病院数
１６２病院

・再編等の結果、公立病院数は減少
H20 : ９４３ ⇒ H25 : ８９２ （△ ５１病院）

≪経営形態の見直し≫

・地方独立行政法人化(非公務員型) ６９病院

・指定管理者制度導入(いわゆる公設民営) ２１病院

・民間譲渡・診療所化 ５０病院

【赤字】 【黒字】
（予定含む数）

１ 新公立病院改革プランの策定を要請
（１) 策定時期：地域医療構想の策定状況を踏まえつつH27年度又はH28年度中

（２）プランの内容：以下の4つの視点に立った取組を明記

２ 都道府県の役割・責任を強化

○再編・ネットワーク化への積極的な参画、新設・建替へのチェック機能の強化等

３ 地方財政措置の見直し
（１）再編・ネットワーク化への財政措置の重点化（H27年度～）

通常の整備 ・・・・・ 25%地方交付税措置
再編・ネットワーク化に伴う整備 ・・・・・ 40%地方交付税措置

（２）特別交付税措置の重点化（H28年度～）
○措置率（8割）の導入、都道府県の役割・責任の強化、財政力に応じた算定
○公的病院等への措置も公立病院に準じて継続

新公立改革ガイドライン（H27年3月）に基づく更なる改革の推進

 「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年3月）に基づき新公立病院改革プランの策定を要請。
 平成30年11月末時点で全ての公立病院が新公立病院改革プランを策定済。
 医療提供体制の改革と連携して公立病院の更なる経営効率化、再編・ネットワーク化等を推進。

・経常収支比率等の数値目標を設定

・地方独立行政法人化等を推進

経営の効率化

経営形態の見直し

公立病院改革ガイドライン（H19年12月）に基づくこれまでの取組の成果

連携

・病床機能、地域包括ケア構築等を明確化

・経営主体の統合、病院機能の再編を推進

地域医療構想を踏まえた役割の明確化

再編・ネットワーク化
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新公立病院改革ガイドラインにおける公立病院に期待される主な機能

【新公立病院改革ガイドライン（平成27年３月）より抜粋】
第２ 地方公共団体における新公立病院改革プランの策定
３ 新改革プランの内容
(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化

公立病院に期待される主な機能を具体的に例示すれば、①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が
困難な過疎地等における一般医療の提供、②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関
わる医療の提供、③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高
度・先進医療の提供、④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能などが挙げられる。

前ガイドラインにおいても、改革を通じて、 自らの公立病院の果たすべき役割を見直し、改めて明確化する
べきことが強調されていたが、今般の公立病院改革は、民間病院を対象に含めた地域医療構想の実現に向
けた取組と並行して行われるものであることから、必然的に、公立病院の役割を従来にも増して精査すること
となる。

①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の
提供

②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある

高度・先進医療の提供
④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能

公立病院に期待される主な機能の具体例
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公的医療機関等２０２５プラン

○ 公的医療機関※、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合、地域医療機能推進機構、国立病院機構及び労働者健康安
全機構が開設する医療機関、地域医療支援病院及び特定機能病院について、地域における今後の方向性について記載した
「公的医療機関等２０２５プラン」を作成し、策定したプランを踏まえ、地域医療構想調整会議においてその役割について議論す
るよう要請。 ※新公立病院改革プランの策定対象となっている公立病院は除く。

【基本情報】
・医療機関名、開設主体、所在地 等

【現状と課題】
・構想区域の現状と課題

・当該医療機関の現状と課題 等

【今後の方針】
・当該医療機関が今後地域において担うべき役割 等

○ 各医療機関におけるプランの策定過程においても、地域の関係者からの意見を聴くなどにより、構想区域ごとの医療提供体制と整合的なプランの策定が求
められる。

○ 各医療機関は、プラン策定後、速やかにその内容を地域医療構想調整会議に提示し、地域の関係者からの意見を聴いた上で、地域の他の医療機関との
役割分担や連携体制も含め、構想区域全体における医療提供体制との整合性をはかることが必要。地域医療構想調整会議における協議の方向性との齟
齬が生じた場合には、策定したプランを見直すこととする。

○ さらに、上記以外の医療機関においても、構想区域ごとの医療提供体制の現状と、現に地域において担っている役割を踏まえた今後の方針を検討すること
は、構想区域における適切な医療提供体制の構築の観点から重要である。まずは、それぞれの医療機関が、自主的に検討するとともに、地域の関係者と
の議論を進めることが望ましい。

【具体的な計画】
・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する事項

（例）・４機能ごとの病床のあり方について
・診療科の見直しについて 等

・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する、具体的な数値目標
（例）・病床稼働率、手術室稼働率等、当該医療機関の実績に関する項目

・紹介率、逆紹介率等、地域との連携に関する項目、人件費率等、
経営に関する項目 等

記載事項

留意点

○救急医療や災害医療等の政策医療を主として担う医療機関：平成29年９月末
（３回目の地域医療構想調整会議で議論）

○その他の医療機関：平成29年12月末 （４回目の地域医療構想調整会議で議論）

策定期限
４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

病床機能報告等の
データ等を踏まえ、
各医療機関の役割
を明確化

医療機能、事業等
ごとの不足を補うた
めの具体策を議論

各役割を担う医療
機関名を挙げ、機
能転換等の具体策
の決定

具体的な医療機関
名や進捗評価指標、
次年度基金の活用
等を含む取りまとめ

●地域医療構想調整会議の議論のサイクル

約830病院対象病院数 （平成29年８月４日付け医政発0804第２号厚生労働省医政局長通知により、各開設主体の長あてに依頼）
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都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合、日本赤十字社、社
会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会

公的医療機関等について

○ 公的医療機関は、「戦後、医療機関の計画的整備を図るに当たり、国民に必要な医療を

確保するとともに、医療の向上を進めるための中核」としての役割を担うものとされ、また、

公的医療機関は、「医療のみならず保健、予防、医療関係者の養成、へき地における医療

等一般の医療機関に常に期待することのできない業務を積極的に行い、これらを一体的に

運営」するという特徴を有する。

○ また、医療法第７条の２第１項では、公的医療機関の開設者を含む以下の者が規定され

ており、これらの者が開設する医療機関（公的医療機関等）については、地域医療構想の

達成を図るために都道府県知事が行使することができることとされている権限の位置付け

が、他の医療機関に対するものと異なる。

○ 公的医療機関は、医療法第31条において、次の者が開設する医療機関とされている。

公的医療機関の開設者、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合、日本私
立学校振興・共済事業団、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連
合会、独立行政法人地域医療機能推進機構

※「」部分は医療法コンメンタールより抜粋

7



＊１：政府出資金とは、独立行政法人等において、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有する必要があり、これに対して政府が出資することをいう（参考：独立行政法人通則法第８条第１項）。日本私立学校振興・共済事業団
に関しては、私立学校への助成事業のみ。

＊２：運営費交付金とは、独立行政法人が行う業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額について、国が予算の範囲内で交付する資金。
＊３：地方公営企業法第17条の2（経費の負担の原則）及び総務省が定めた繰出基準（総務副大臣通知）に基づき、一般会計が負担すべき経費（経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみ

をもって充てることが客観的に困難であると認められる経費）を公営企業会計に対して繰り入れているもの。
＊４：個別の補助金の目的や性質によって対象外にもなりえる。なお、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医療）農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、公益社団法人、公益

財団法人、学校法人、社会医療法人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会及び公立学校共済組合が開設した病院について、公立病院と同様に当該地域の医療確保のため、公立病院に対する繰入金に準じて自治体から運営費に関する補助金
の交付を受けている場合がある。

＊５：経営する病院及び診療所において直接その用に供する資産などは非課税。
＊６：国立病院機構では、国期間分の退職給付金費用や臨床研究事業経費等に、労働者健康安全機構では、未払賃金立替払事業や研究・試験及び成果の普及事業等に使用されており、両機構とも診療事業には使用していない。
＊７：法人税法令で定める収益事業に該当する医療保健業、公益目的事業は非課税。
＊８：社会医療法人では、医療保健業（附帯業務、収益業務は除く。）は非課税。
＊９：自治体の条例により減免を行っている場合がある。

開設主体別医療機関の財政・税制上の措置

開設主体別医療機関 財政 税制

政府
出資金*１

運営費
交付金*２

・繰入金

補助金 国税 地方税

法人税
(医療保健業)

事業税
（医療保健業）

不動産取得税 固定資産税

公立病院 - ○*３ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 非課税

国民健康保険組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

日本赤十字社 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

済生会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

厚生連 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

北海道社会事業協会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

国家公務員共済組合連合会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

公立学校共済組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

日本私立学校振興・共済事業団 ○ - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

健康保険組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

地域医療機能推進機構 ○ - 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５

国立病院機構 ○ ○*６ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５

労働者健康安全機構 ○ ○*６ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５

(参考）公益社団法人、公益財団法人 - - 対象*４ 一部非課税*７ 一部非課税*７ 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

（参考）社会医療法人 - - 対象*４ 一部非課税*８ 一部非課税*８ 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

（参考）医療法人 - - 対象*４ 課税 課税 課税 課税*９

第９回地域医療構想に
関するＷＧ 資料2
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○厚生労働省は、各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点の提示といった調整会議の事務局が担うべき機能を補完する観点から、
「地域医療構想アドバイザー」を養成

地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について
平成30年６月22日付け医政地発0622第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

平成30年6月26日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡都道府県単位の地域医療構想調整会議

（協議事項）
・各構想区域における調整会議の運用に関すること（地域医療構想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど）
・各構想区域における調整会議の議論の進捗状況に関すること（具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など）
・各構想区域における調整会議の抱える課題解決に関すること（参考事例の共有など）
・病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること（定量的な基準など）
・構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること（高度急性期の提供体制など）

都道府県主催研修会

○ 都道府県は、地域医療構想の進め方について、調整会議の議長、事務局を含む関係者間の認識を共有する観点から、研修会を開催

「地域医療構想アドバイザー」

（参加の範囲等）各構想区域の地域医療構想調整会議の議長を含む関係者

○ 都道府県は、各構想区域の調整会議における議論が円滑に進むように支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置

（研修内容）・行政説明 ・事例紹介 ・グループワーク
※行政説明や事例紹介の実施に当たっては、厚生労働省の担当者を派遣

（役割）・都道府県の地域医療構想の進め方について助言すること。
・地域医療構想調整会議に出席し、議論が活性化するよう助言すること。

（活動内容）・厚生労働省が主催するアドバイザー会議への出席（年２～３回）
・担当都道府県の地域医療構想の達成に向けた技術的支援（適宜）
・担当都道府県の地域医療構想調整会議への出席（適宜）等

（選定要件）・推薦を受ける都道府県の地域医療構想、医療計画などの内容を理解していること。
・医療政策、病院経営に関する知見を有すること。
・各種統計、病床機能報告などに基づくアセスメントができること。
・推薦を受ける都道府県の都道府県医師会等の関係者と連携がとれること。
・推薦を受ける都道府県に主たる活動拠点があること。9



10

公立・公的病院等に関する基礎データ



開設者

都道府県、市町村（地方公営企業法を適用する公立医療機関）※１

地方独立行政法人※２

地方公共団体の組合※３

国民健康保険団体連合会
日本赤十字社
社会福祉法人恩賜財団済生会
厚生農業協同組合連合会
社会福祉法人北海道社会事業協会

国家公務員共済組合連合会
地方公務員共済組合連合会
公立学校共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
健康保険組合、健康保険組合連合会
国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会
独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）

国立病院機構（NHO）
労働者健康安全機構

民間

法律

告示

公立・公的医療機関等の開設者の分類

公的医療機関等2025

プラン策定対象医療
機関

新公立病院改革プラン
策定対象医療機関

※１ 都道府県、市町村立医療機関の一部は、新公立病院改革プランではなく、公的医療機関等2025プランの策定対象となっている。
※２ 地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令により医療法第７条の２第１項第１号及び第31条を準用している。
※３ 地方公共団体は条例により地方公共団体の組合について地方公営企業法を適用することができる。

地域医療支援病院
特定機能病院

公
的
医
療
機
関
等

（
医
療
法
第
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

公
的
医
療
機
関

（
医
療
法
第
31
条
）

国 厚生労働省（国立ﾊﾝｾﾝ病療養所、国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院）、

宮内庁（宮内庁病院）、 法務省（医療刑務所）、
防衛省（自衛隊病院、防衛医科大学校病院）

11
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開設主体別の病院数、病床数等の状況

一般病院数 病床数 一病院あた
り病床数

病床利用率 平均在院日数

一般病床数 療養病床数 一般病床 療養病床 一般病床 療養病床

施設 床 床 床 床/施設 ％ ％ 日 日

総数 7380 1,219,559 891,398 328,161 165 76.1 88.3 14.0 186.2

都道府県 175 43,312 42,939 373 247 72.4 71.7 12.6 53.3

市町村 630 127,230 116,366 10,864 202 72.3 74.4 13.2 76.5

地方独立行政法人 88 33,661 33,175 486 383 78.1 75.1 12.3 99.3

日赤 92 35,146 34,281 865 382 76.9 78.8 12.1 123.1

済生会 78 21,406 19,998 1,408 274 81.6 70.2 12.8 93.4

北海道社会事業協会 7 1,727 1,157 570 247 81.1 53.6 15.9 118.1

厚生連 101 31,236 28,650 2,586 309 75.4 82.1 13.9 65.8

健康保険組合及びその連合会 9 1,930 1,810 120 214 90.2 ・ 9.4 ・

共済組合及びその連合会 43 13,470 13,100 370 313 72.9 86.2 12.6 89.0

国民健康保険組合 1 320 320 ・ 320 ・ ・ ・ ・

地域医療機能推進機構 57 15,965 15,582 383 280 75.3 85.9 13.9 63.3

国立病院機構 140 48,085 47,929 156 343 79.9 ・ 21.7 ・

労働者健康安全機構 34 12,942 12,942 ・ 381 50.8 ・ 17.8 ・

厚生労働省 14 4,957 4,957 ・ 354 ・ ・ ・ ・

国立大学法人 47 30,828 30,792 36 656 81.0 ・ 13.9 ・

国立高度専門医療研究センター 8 3,773 3,773 ・ 472 78.1 ・ 14.5 ・

国（その他） 24 2,823 2,823 ・ 118 39.1 ・ 12.2 ・

その他民間 5832 790,748 480,804 309,944 136 ・ ・ ・ ・

うち医療法人 4840 596,387 322,114 274,273 123 82.0 90.4 21.7 233.3

平成28年医療施設調査、病院報告



各構想区域の公立・公的病院等の病床占有率
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中央値41%

←占有率が高い構想区域 占有率が低い構想区域→
全339構想区域

(100~80％)
21区域

都道府
県名

構想区
域名

病床の
占有率

全病床数

※有床診含
む

公立・
公的病院
の病床数

全病
院数

公立・
公的病
院の数

有床診
の数

（％） （床） （床） （施設） （施設） （施設）

1 長野県 木曽 100% 259 259 1 1 0

2 島根県 隠岐 100% 135 135 2 2 0

3 秋田県 北秋田 99% 276 272 1 1 1

4 長崎県 対馬 98% 288 282 2 2 1

5 滋賀県 湖北 97% 1217 1183 3 3 2

6 秋田県 横手 97% 991 961 3 3 3

7 山梨県 富士･東部 96% 1081 1043 6 5 8

8 長野県 大北 96% 492 473 2 2 2

9 新潟県 佐渡 94% 580 546 5 4 0

10 長野県 北信 92% 741 685 3 2 2

11 兵庫県 但馬 92% 1279 1176 9 8 2

都道府
県名

構想区
域名

病床の
占有率

全病床数

※有床診含
む

公立・
公的病院
の病床数

全病
院数

公立・
公的病
院の数

有床診
の数

（％） （床） （床） （施設） （施設） （施設）

12 長崎県 上五島 91% 199 182 1 1 1

13 岐阜県 飛騨 88% 1440 1272 8 6 7

14 新潟県 上越 88% 2384 2102 11 9 7

15 青森県 下北 88% 620 544 3 3 7

16 秋田県 湯沢･雄勝 87% 630 548 2 2 6

17 新潟県 魚沼 87% 1441 1248 10 8 5

18 島根県 益田 85% 847 718 4 3 1

19 岩手県 二戸 82% 542 447 3 3 6

20 岐阜県 東濃 82% 2671 2194 13 8 16

21 島根県 雲南 80% 580 465 4 3 0

占有率80％を超える21構想区域

「公立・公的病院等の病床占有率」＝公立・公的病院等の病床数 ÷ 全ての病院・診療所の病床数（一般病床・療養病床のみの集計）
「公立・公的病院等」＝新公立病院改革プラン策定対象病院 + 公的医療機関等2025プラン策定対象病院

平成30年9月末時点 厚生労働省医政局調べ

公
立
・
公
的
病
院
の
病
床
占
有
率
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公立・公的病院等の病床占有率と人口規模の関係
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各構想区域の人口規模

※）構想区域内の公立・公的病院等の病床数 ÷ 構想区域内の総病床数

（人口100万人未満の構想区域）

○ 構想区域の人口が概ね人口20万人を超えると、公立・公的病院等と民間病院の両方が医療を提
供している。

（人）

n=314構想区域（人口100万人以上の25構想区域を除いた数）


